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1.概要 

　宿泊税申告の手続きについて、「しまね電子申請サービス」（Graffer スマート

申請）をご利用いただくことができます。 

　ご利用の際は、初回にアカウントの登録が必要です。なお、複数の施設を経営

されている方は、一つのアカウントから各施設の申告を行います。 

　本手引きでは、「しまね電子申請サービス」を利用して宿泊税の申告書等を電

子送信する方法を説明します。 

 

※「しまね電子申請サービス」からは、電子申告のみ可能です。納税については、

金融機関の窓口で「宿泊税納入書」による納税をお願いします。 

 

※電子申告・電子納税をまとめて行いたい場合は、地方税共同機構が運営する

「eLTAX（エルタックス）」から手続きが可能です。電子申告・電子納付の操作

方法については、松江市 HP に掲載している「電子申告・納税の手引き（eLTAX

版）」または以下のページに公開されているマニュアルをご確認ください。 

 

　○　eLTAX ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 

 

 

 

 

　○　PCdesk Next 特設ページ：https://www.eltax.lta.go.jp/special/pcdesknext/ 

 

 

 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/
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2.「しまね電子申請サービス」アクセス方法 

・松江市 HP からリンクをクリック 

　12 月 1 日以降公開予定 

 

 

 

・アドレスを入力 

　12 月 1 日以降公開予定 

 

 

松江市 宿泊税
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3.アカウント登録方法（初回のみ） 

(1) メールアドレスで登録する場合 

 

　①　申請ページ下部「新規登録またはログインして申請」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　次の画面で、「Graffer アカウントをお持ちでない方」内の「新規アカウント登録」 

　　をクリック。 
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　③　次の画面で、姓・名・メールアドレス・パスワードを入力し、「Graffer アカウントに 

　　登録をクリック。 

　　※法人による申請の場合、担当者の方のお名前でご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　④　登録したメールアドレスに届いたメール本文にある、登録用 URL をクリックすれば 

　　アカウント登録は完了です。 
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(2) 外部サービスで登録する場合 

 

　①　申請ページ下部「新規登録またはログインして申請」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　次の画面で、「Graffer アカウントをお持ちでない方」内の「新規アカウント登録」 

　　をクリック。 
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　③　次の画面で、「外部サービスで登録」内の使用したいアカウントをクリック。 
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4.ログイン方法 

　①　申請ページ下部「新規登録またはログインして申請」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　登録済みのアカウントでログイン。 
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5.電子申告方法 

　①　「宿泊税 納入申告・修正申告・更正請求」または「宿泊税 納入申告（特例申告）」 

　　のどちらかを選択。 

　（毎月の申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（特例申告の場合） 
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　②　「申請者の種別」を選択。 
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　③　必須項目を入力し、「一時保存して、次へ進む」をクリック。 

　（個人の場合） 
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　（法人の場合） 
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　④　申告月を入力し、宿泊税納入申告書と月計表を添付のうえ、「一時保存して、次へ 

　　進む」をクリック。 

　（毎月の申告の場合） 
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修学旅行等であることの証明書 

が提出された場合はここに添付

ファイルが 2つ以上ある場合は 

2 つ目はここに添付

ここをクリックして 

宿泊税納入申告書・月計表を添付
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　（特例申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリックして 

宿泊税納入申告書・月計表を添付

ファイルが 2つ以上ある場合は 

2つ目はここに添付

修学旅行等であることの証明書 

が提出された場合はここに添付
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　⑤　申請内容確認画面で確認し、問題がなければ「この内容で申請する」をクリック。 

　　※申請後は、申請者側から申請内容の訂正はできません。 

　　　訂正がある場合は、松江市市民税課（0852-55-5154）までご連絡ください。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　⑥　以下の画面が表示されたら、納入申告書の提出は完了です。 
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6.申請内容の確認方法 

(1) 申請完了メールから確認する場合 

 

　申請完了メール内「申請の詳細は、以下 URL からご確認いただけます。」の下に記載 

　された URL をクリックすると、申請情報が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

・修正申告・更正請求

・修正申告・更正請求
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(2) graffer アカウントから確認する場合 

 

　①　graffer アカウントにログイン後、画面右上に表示されるアカウント名をクリック 

　　し、「申請一覧」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　過去の申請一覧が表示され、確認したい申請情報の「詳細を確認する」をクリック。 
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　③　申請情報が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

・修正申告・更正請求

・修正申告・更正請求
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7.過去の申請情報をもとに申請する方法 

　複数施設を経営されている場合、過去の申請情報をもとに新たに申告を行うことができ

ます。 

 

　①　graffer アカウントにログイン後、画面右上に表示されるアカウント名をクリック 

　　し、「申請一覧」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②　過去の申請一覧が表示され、確認したい申請情報の「詳細を確認する」をクリック。 
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　③　申請情報が表示されるので、「この申請をもとに新規申請」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

　④　以前の申請情報が反映された状態で申請入力画面が表示されるので、入力を進めて 

　　ください。 

 

 

・修正申告・更正請求

・修正申告・更正請求
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8.問い合わせ先 

　　松江市財政部市民税課諸税係 

　　〒690-8540　松江市末次町 86番地　松江市役所本館 2階（22 番窓口） 

　　TEL：0852-55-5154 

　　FAX：0852-55-5545 

　　メール：shiminzei@city.matsue.lg.jp 

　　松江市 HP（宿泊税に関するページ）： 

　　https://www.city.matsue.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/shukuhakuzei/22627.html

令和 7年 11 月発行


